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職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業の見直しについて 

 

 

① 支援ニーズの増加への対応 

→ 助成金化によりジョブコーチ数の拡充を図り、柔軟な運用を可能に 

② ジョブコーチの裾野の拡大 

→ 福祉分野や企業における人材を、それぞれの得意分野を活かして有効活用 

③ 福祉施設の就労支援機能の強化 

→ 施設体系の見直しとあいまって、福祉施設に就労支援ノウハウを普及 

 

◎ 見直しのねらい

 

◎ 見直しの内容 

 法改正前（17 年 9 月まで） 法改正後（17 年 10 月～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョブコーチ助成金

の創設 

助成金を創設

ジョブコーチ助成金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援と一体 

・ 事業主が自らジョブコーチを配置する場

合に助成金を支給 

・ 職場や業務内容を熟知し、指導経験が豊

富な企業内の人材が支援を実施 

第２号ジョブコーチ（事業所型）
 15 人 

職場に精通 

・ 福祉施設が行うジョブコーチ支援に助成
金を支給 

・ 障害者をよく知る身近な福祉施設の支援
者が生活面の支援とあわせて支援を実施

高度な専門性 

・ 地域障害者職業センターに配置 
・ 職業カウンセラーの指示の下、支援難度

の高い障害者（精神障害者、発達障害者、
高次脳機能障害者等）を中心に支援 

ジョブコーチ支援事業 

・ 地域障害者職業センターと連携 
しえ支援を行う福祉施設に所属 

・ 職業カウンセラー、配置型ジョブ
コーチと連携して支援を実施 

協力機関型ジョブコーチ 第１号ジョブコーチ（福祉施設型）

 407 人 
助成金に移行

・ 地域障害者職業センターに配置 
・ 職業カウンセラーの指示の下、

社会福祉法人等の協力機関と 
連携し、専門的な支援を実施 

ジョブコーチ支援事業 

配置型ジョブコーチ ジョブコーチ（地域センター型） 

 304 人 
専門特化 

（民間機関においても、ジョブコーチを養成）

＊数字は 18 年 4 月現在のジョブコーチ数




